
証書式預金の取扱廃止および関連規定の改定について 
 
2020年５月 1日（金）付で証書式による新たな預金のお預かりを廃止いたします。 
すでに証書式の預金をお持ちで、その預金の満期日が未到来の場合は、引き続き証書をお持ちいただけま

すが、お預け替えの際には通帳式に変更させていただきます。 
対象となる預金商品と関連する規定は下記のとおりです。 
 
【対象となる預金商品と関連規定】 
  対象となる預金 関連規定 

１ 定期預金 

預金規定集 
①総合口座取引規定 
②定期預金共通規定 
③期日指定定期預金規定・自動継続期日指定定期預金規定 
④スーパー定期預金規定・自動継続スーパー定期預金規定 
⑤大口定期預金規定・自動継続大口定期預金規定 
⑥変動金利定期預金規定・自動継続変動金利定期預金規定 
⑦定期預金『スーパーⅤ』規定・定期預金『スーパーⅤ』（自動継続型）規定 

２ 通知預金 
通知預金規定集 
①通知預金規定（証書式） 

３ 外貨定期預金 外貨定期預金規定（非居住者円定期預金を含む） 
 ※関連規定の改定内容（対比表）は別紙をご参照ください。 
 
新たな証書式預金の取扱廃止日：2020年５月１日（金） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【関連規定の改定対比表】 ※改定箇所を下線付きの太字で示しています。 
 対象となる預金 改定前 改定後 
１ ①総合口座 

取引規定 
１３．（解約等） 
（１）（中略） 

なお、通帳に定期預金の記載が
ある場合で、定期預金の残高が
あるときは、別途に定期預金の
証書（通帳）を発行します。 
 

 
（１）（中略） 

なお、通帳に定期預金の記載が
ある場合で、定期預金の残高が
あるときは、別途に定期預金の
通帳を発行します。 

②定期預金 
共通規定 

１．（定期預金通帳および証書） 
（１）定期預金は、定期預金通帳また

は定期預金証書でお預入れいた
だけます。 
①定期預金通帳 
 （中略） 
②定期預金証書 
 一種類の定期預金を一明細お
預入れいただけます。 

（２）定期預金通帳および定期預金
証書でお預入れいただける定
期預金の種類（以下省略） 

 
２．（証券類の受入れ） 
（１）（中略） 
（２）受入れた証券類が不渡りとなっ

た時は預金になりません。 
不渡りとなった証券類は、証書
と引換えに（通帳式の場合は通
帳の当該受入れの記載を取消
したうえ）、取引店で返却しま
す。 
 

３．（届出事項の変更、通帳（証書）の
再発行等） 

（１）（中略） 
（２）通帳（証書）または印章を失っ

た場合のこの預金の元利金の
支払いまたは通帳（証書）の再
発行は、当行所定の手続きをし
た後に行います。 
（以下省略） 
 

 
（１）定期預金は、定期預金通帳でお

預入れいただけます。 
 
①定期預金通帳 
 （中略） 
(②に係る記載を削除) 
 

 
（２）定期預金通帳でお預入れいただ

ける定期預金の種類（以下省略） 
 
 
 
（１）（中略） 
（２）受入れた証券類が不渡りとなっ

た時は預金になりません。 
不渡りとなった証券類は、通帳
式の場合は通帳の当該受入れ
の記載を取消したうえで、取引
店で返却します。 

 
 
 
 
（１）（中略） 
（２）通帳（証書）または印章を失っ

た場合のこの預金の元利金の支
払いまたは通帳の再発行（証書
は通帳に変更）は、当行所定の
手続きをした後に行います。 
（以下省略） 

③期日指定 
定期預金規定 

・自動継続 
期日指定 
定期預金規定 

２．（自動継続） 
（１）自動継続期日指定定期預金は、

通帳（証書）記載の最長預入期
限に自動的に期日指定定期預
金として継続します。 
（以下省略） 
 

 
（１）自動継続期日指定定期預金は、

通帳（証書）記載の最長預入期
限に自動的に通帳式の期日指
定定期預金として継続します。 
（以下省略） 

④スーパー定期 
預金規定 

・自動継続 
スーパー定期 
預金規定 

３．（自動継続） 
（１）自動継続スーパー定期預金は、

通帳（証書）記載の満期日に前
回と同一の期間のスーパー定
期預金に自動的に継続します。 

  （以下省略） 
 
６．（中間利息定期預金） 
（１）（中略） 
（２）中間利息定期預金については、

次により取扱います。 
なお、証書式の場合は、原則と
して証書を発行しないことと
します。 
 
 

 
（１）自動継続スーパー定期預金は、

通帳（証書）記載の満期日に前
回と同一の期間の通帳式のス
ーパー定期預金に自動的に継
続します。 

  （以下省略） 
 
（１）（中略） 
（２）中間利息定期預金については、

次により取扱います。 
なお、証書式の場合であって
も、中間利息定期預金について
は証書を発行しません。 



１ ⑤大口定期預金 
規定 

・自動継続 
大口定期預金 
規定 

３．（自動継続） 
（１）自動継続大口定期預金は、通帳

（証書）記載の満期日に前回と
同一の期間の大口定期預金に
自動的に継続します。 

  （以下省略） 

 
（１）自動継続大口定期預金は、通帳

（証書）記載の満期日に前回と
同一の期間の通帳式の大口定
期預金に自動的に継続します。 

  （以下省略） 
 

⑥変動金利定期 
預金規定 

・自動継続 
変動金利定期 
預金規定 

３．（自動継続） 
（１）自動継続変動金利定期預金は、

通帳（証書）記載の満期日に前
回と同一の期間の変動金利定
期預金に自動的に継続します。 

  （以下省略） 

 
（１）自動継続変動金利定期預金は、

通帳（証書）記載の満期日に前
回と同一の期間の通帳式の変
動金利定期預金に自動的に継
続します。 

  （以下省略） 
 

⑦定期預金 
『スーパーⅤ』 
規定 

・定期預金 
『スーパーⅤ』 
（自動継続型） 
規定 

３．（自動継続） 
（１）定期預金「スーパーⅤ（自動継

続型）」は、通帳（証書）記載の
満期日に「スーパーⅤ（自動継
続型）」に自動的に継続します。 
（以下省略） 

 
（１）定期預金「スーパーⅤ（自動継

続型）」は、通帳（証書）記載の
満期日に通帳式の「スーパーⅤ
（自動継続型）」に自動的に継
続します。 
（以下省略） 
 

２ ①通知預金規定 
（証書式） 

記載なし 
 
 
 
 
３．（証券類の受入れ） 
（１）（中略） 
（２）受入れた証券類が不渡りとなっ 

た時は預金になりません。 
不渡りとなった証券類は、通知 
預金証書（以下「証書」といいま 
す。）と引換えに、取引店で返却 
します。 

 

（規定名と第１項の間の冒頭部に以
下の文言を追記） 
 
2020 年 5 月１日以降、新たな証書式
通知預金はできません。 
３．（証券類の受入れ）に係る記載を 

削除 
  
 
  

３ 外貨定期預金規
定（非居住者円
定期預金を含
む） 

３．（預金の受入れ） 
（１）（中略） 
（２）受け入れた証券類が不渡りとな

ったときは現金にはなりませ
ん。不渡りとなった証券類は、
この証書と引換えに、取引店で
返却します。 
（以下省略） 
 

１０．（届出事項の変更、通帳／証書
の再発行） 
（１）（中略） 
（２）この通帳／証書または印章を失

った場合のこの預金の元利金
の支払い、または通帳／証書の
再発行は、当行所定の手続きを
した後に行います。 
（以下省略） 
 

自動継続式外貨定期預金の追加規定 
１．（満期日） 
（１）この預金は、通帳/証書記載の満 

期日に前回と同一の期間の外 
貨定期預金に自動的に継続し 
ます。 
継続された預金についても同 
様とします。 
 

 
（１）（中略） 
（２）受け入れた証券類が不渡りとな

ったときは現金にはなりませ
ん。不渡りとなった証券類は、
通帳式の場合は通帳の当該受入
れの記載を取消したうえで、取
引店で返却します。 
（以下省略） 

 
（１）（中略） 
（２）この通帳／証書または印章を失

った場合のこの預金の元利金
の支払い、または通帳の再発行
（証書は通帳に変更）は、当行
所定の手続きをした後に行い
ます。 
（以下省略） 

 
 
 
（１）この預金は、通帳/証書記載の満 

期日に前回と同一の期間の 
通帳式の外貨定期預金に自動 
的に継続します。 
継続された預金についても同 
様とします。 
 

以上 


